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2026 年 7 月 1 日 

 

参議院議員選挙の今後の選挙制度改革について 

国民民主党 

 

選挙を通じて選ばれる国会議員は、国民の意思を国政に託される代表者であり、その選出過程の公

正さは民主主義の正統性を支える基盤である。司法から違憲状態と指摘されている投票価値の不均

衡を放置することは、選挙制度への信頼のみならず、国会の代表機関としての正当性にも関わる重

大な問題である。 

だからこそ、投票価値の平等と地域の民意の適切な反映をいかに調和させるかについて、立法府が

自ら責任を持ち、抜本的な制度改正に踏み出す必要がある。 

本年は、日本国憲法の公布から 80 年を迎える節目の年であり、来年には施行 80 年を迎える。二院

制の在り方、とりわけ参議院の役割と選挙制度について、先送りせず正面から議論すべき時期に来

ている。 

国会議員の選出については、憲法第 43 条第 1 項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員

でこれを組織する」と規定され、同条第 2 項で「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」と

規定されている。 

また、憲法第 47 条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこ

れを定める」と規定している。 

つまり、国会議員は全国民の代表である一方、定数、選挙区、投票方法など具体的な選挙制度の設

計は、国会が法律で定めることとされている。したがって、参議院選挙制度改革は、単なる技術的

な区割りの問題ではなく、憲法上の全国民代表性、投票価値の平等、二院制における参議院の独自

性をどう調和させるかという問題である。 

参議院議員選挙は、累次の調整を経ながら、基本的には、選挙区選挙と比例代表選挙の並立制で実

施されてきた 

⚫ 1947 年 定数 250 人（地方区 150 人、全国区 100 人） 

⚫   1972 年 定数 252 人（沖縄の本土復帰に伴う改正を経て、選挙区選出議員は 152 人に増加） 

⚫ 2000 年 定数 242 人（選挙区 146 人、比例代表 96 人） 

⚫ 現行制度 定数 248 人（選挙区 148 人、比例代表 100 人） 

選挙区選挙は、都道府県単位の地域の声を反映しやすい制度であり、比例代表選挙は、より多様な

民意、専門性、職域的な意見を反映しやすい制度として、並立して行われている。 
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ただし、憲法上、参議院議員もあくまで「全国民の代表」であるため、それぞれの制度では「地域

代表」「職域代表」と断定するのではなく、「地域の声を反映しやすい」「専門性・職域的な意見

を反映しやすい」と位置付ける。選挙区選挙と比例代表選挙を組み合わせることで、地域性と多様

性の双方を国政に反映する制度的意義がある。 

都道府県という行政区域は、廃藩置県以降 150 年以上にわたり、我が国の地方行政の基本単位であ

り、あらゆる行政サービスは、国、都道府県、市町村の連携を通じて行われている。 

医療、教育、産業政策、防災、農林水産業、交通、地域振興など、多くの行政分野では、都道府県

が広域的な調整主体として機能している。住民生活の実態から見ても、都道府県は単なる地理的区

分ではなく、歴史的、政治的、経済的、社会的にまとまりを持つ単位として定着している。 

しかし、選挙区選挙は、人口減少と東京一極集中に歯止めがかからず、極端な人口偏在から、2016

年から「一票の較差の是正」を図るための「合区」制度で選挙を実施せざるを得ない状況となって

いる。（今年で 10 年目） 

2015 年の公職選挙法改正により、鳥取・島根、徳島・高知の 2 合区が導入され、2016 年の参議院

選挙から実施された。合区は投票価値の較差を縮小するための緊急避難的措置であったが、自らの

県から参議院議員を選出できない県が生じるなど、都道府県単位の住民意思の反映という観点から

重大な弊害を生んでいる。 

そもそも、政治的、社会的に重要な意義を持つ「都道府県」単位の住民の意思を反映することは極

めて重要である。 

「合区解消の必要性」は広く共有されつつも、「解消方法」は一致していない。（資料１） 

2025 年国勢調査を踏まえると、更なる「合区」を実施しない限り、違憲訴訟に対して、司法から

違憲又は違憲状態と判断されるリスクが高まることが想定される。今後、地方の人口減少が加速す

ることを想定すると、更に多くの県が合区を余儀なくされる状況となる。 

資料 5 の試算では、較差 2 倍未満を目指す場合、令和 10 年（2028 年）参院選の段階で 10 合区 20

県が対象となる。較差 3 倍未満を目指す場合でも、令和 10 年時点で 5 合区 10 県、令和 22 年以降

には 6 合区 12 県に拡大する見込みである。つまり、合区拡大で較差是正を続ける場合、地方の代

表性は一層後退する。 

2015 年に合区制度を導入した際、また 2018 年に特定枠を導入した際にも、参議院の在り方を含め

た抜本的な見直しの必要性が指摘されていた。それにもかかわらず、立法府として恒久的な対応は

なお実現していない。 

昨年の第 27 回参議院議員通常選挙をめぐる一票の較差訴訟では、高裁段階において「違憲状態」

とする判断が多数を占めた。合憲とした判断においても、次期選挙に向けた制度見直しの必要性が

強く示されており、抜本的な制度改正を先送りすることは困難な状況にある。 
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二院制の下でいかなる役割を担うのか、投票価値の平等と地域の民意の反映をどう調和させるのか

について、主体的に意思を示す必要がある。 

このような状況の下、参議院では、参議院改革協議会において、合区制度の解消、参議院の役割等

について幅広く議論を進め、令和 10 年通常選挙を見据え、協議を行い取りまとめを行うこととし

ている。周知期間を含めると、これを実現するためには来年の常会までに選挙制度の見直しを行わ

なければならない。（資料 2） 
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我が党においては、累次の調査会、アンケート調査等を実施（資料 3）し、他党に先んじて議論を

リードする姿勢で、以下の通り取りまとめを行う。 

【方針 1 現行の選挙区選挙と比例代表選挙の並立制は維持する。（各々の定数も基本的に維持)】 

アンケート調査では、「現行の選挙区選挙と比例代表選挙の並立制を継続する」との回答が 74％

であり、党内では現行の二本立ての制度を基本に維持すべきとの意見が多数である。 

地域の声を反映しやすい選挙区議員と、専門性、職域的な意見、多様な政策選択を反映しやすい比

例代表議員が存在することで、参議院は衆議院とは異なる民意を受け止める制度となっている。 

特に参議院は、任期 6 年で解散がなく、3 年ごとに半数が改選されるという制度的特徴を有してい

る。このため、短期的な政局に左右されにくく、中長期的な政策課題、地域課題、専門的課題を安

定的に審議する役割が期待される。選挙区と比例代表の並立制は、この参議院の特徴と親和性があ

る。 

ただし、米国上院議員選挙と同様、都道府県別に同数の定数を設定し、地域代表として選出すべ

きとの意見も複数あった。 

【方針 2 憲法改正をして合区は解消すべき。】 

アンケート調査では、合区問題解決のための方策として「憲法改正して、抜本的な解決を図る」と

の回答が 76％であった。また、定数・合区問題等の抜本的解決のため憲法改正が必要かという問

いでも「憲法改正は必要」との回答が 76％であり、党内では憲法改正を含む抜本対応を求める意

見が多数である。 

法律改正をして合区を解消することも可能だが、「一票の較差」を 3 倍未満とする場合、選挙区定

数は 52 議席増加し、合計 200 議席が必要となる。「一票の較差」を 2 倍未満とする場合、選挙区

定数は 126 議席増加し、合計 274 議席が必要となる。（資料 4）世論の理解を得ることは容易では

ない。 

なお、合区地域を増加して一票の較差を是正することも可能だが、較差 2 倍未満を目指す場合に

は、令和 10 年（2028 年）時点で 10 合区 20 県が対象となる。較差 3 倍未満でも、令和 10 年時点

で 5 合区 10 県、令和 22 年以降には 6 合区 12 県が対象となる。（資料 5） 

つまり、法律改正のみで合区を解消しようとすれば大幅な定数増が必要となり、合区を拡大して較

差を抑えようとすれば、地方の代表性がさらに失われる。どちらの道も大きな問題があるため、憲

法改正し、人口以外の要素を適切に考慮できる根拠を明確化する必要がある。 

憲法改正により、「広域の地方公共団体」を位置付け、現行定数の範囲内で、各都道府県から少な

くとも改選ごとに 1 人を選出する制度設計が可能となる。 

人口減少が継続する我が国の社会構造において、人口以外の議員選出の考慮要素、すなわち広域の

地方公共団体、地域的な一体性、地勢等を憲法上明確に位置付け、恒久的かつ安定的な定数配分の

基盤を確保し、多様な民意を反映できる制度が可能となる。 
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憲法改正の条文イメージは、自民党案及び全国知事会案を踏まえて(資料６) 

衆参両院の「選挙制度」を定める第 47 条に、参議院選挙の選挙区に（比例代表選挙区と）

「広域の地方公共団体」と明記する。 

【方針 3 衆議院・参議院の役割分担について】 

アンケート調査では、両院の役割について、現行憲法の衆議院の優越性で既に対応済みとの回答が

29％、更に合意できた事項から国会法で役割を明記すべきとの回答が 57％であった。 

衆議院・参議院の両院で構成する「協議会」を設置し、両院の運営・役割を検討し、合意できた事

項から、国会法等で措置する。 

【方針 4 定数については、現状を維持する。】 

現行の参議院定数は 248 人である。内訳は選挙区 148 人、比例代表 100 人である。 

アンケート調査では、議員定数について「現状を維持すべき」との回答が 51％で最多であった。

一方で、「増加すべき」との回答も 20％あり、より多くの民意を反映するという観点からは定数

増を検討すべきとの意見もある。 

また、OECD 諸国と比較しても、日本の人口 100 万人当たりの国会議員数は少ない国である。（資

料 7）より多様な民意の反映という観点からは、定数を増加すべきとの意見にも一定の合理性があ

る。 

しかし、合区解消や一票の較差是正のために大幅な定数増を行うことについては、世論の理解を得

ることは容易ではない。 

特に、較差 3 倍未満で 52 議席増、2 倍未満で 126 議席増が必要となる試算を踏まえると、定数増

のみで問題を解決することは政治的に現実的ではない。 

したがって、我が党としては、現行定数 248 人を基本に維持しつつ、憲法改正により、合区解消、

地方代表性の確保、一票の較差への対応を総合的に進める。 
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まとめ 

参議院選挙制度改革の本質は、単なる一票の較差是正ではない。人口比例だけで国会の構成を考え

れば、地方の声はますます国政から遠ざかる。一方で、投票価値の平等を軽視すれば、選挙の正当

性が損なわれる。 

従って、「投票価値の平等」と「地域の民意の適切な反映」をどう調和させるかという、二院制そ

のものに関わる制度設計が必要である。 

我が党は、自民党案、全国知事会案、党内アンケート、定数較差試算を総合的に踏まえ、国民民主

党として現実的かつ説得力ある改革案を提示する。 

①選挙区・比例代表の並立制を維持すること 

②合区解消には憲法改正で抜本的対応を行う 

③衆・参の両院で構成する「協議会」を設置し、両院の運営・役割を検討。合意が得られた事項か

ら国会法等で措置すること 

④定数は現行 248 人を基本的に維持すること 

⑤憲法改正は、自民党案と知事会案を参考に現実的な案を早急に提案する 

を基本方針とする。 




























